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報告書の手引きと記入例 

 

・「設計等の業務に関する報告書」は、毎事業年度終了後（決算月終了後）３ヶ月以内に提出してく

ださい（「士法第２３条の６」）。 

・事業年度ごとに１部、提出してください（多年度分をまとめて提出することはできません）。 

・業務実績がない場合でも提出しなければなりません。 

・提出先は、協会各支部（http://www.do-kjk.or.jp/guide/）です（持参又は郵送）。 

 

 

●提出書類について ＊すべてダウンロードできます。http://www.do-kjk.or.jp/download/ 

 

１．第一面 報告書表紙 

・事業年度を必ず記入してください。 

２．第二面 建築士事務所の業務の実績 

  ・実績がない場合は「業務実績なし」と記入してください。 

３．第三面 所属建築士名簿 

  ・所属建築士の名前には必ずふりがなを付けてください。 

  ・管理建築士である場合は、建築士の級の下に、その旨を記入してください。 

  ・二級建築士と木造建築士の登録番号で、登録番号に支庁名略がついている場合は、必

ず記入してください。 〔例〕（石）第９９９９号 

・「建築士法第２２条の２第１号から第３号までに定める講習」とは、建築士の定期講

習のことです。 

・「建築士法第２２条の２第４号及び第５号に定める講習」とは、構造設計一級建築士

及び設備設計一級建築士の定期講習のことです。 

４．第四面 所属建築士の業務の実績 

  ・第二面とは異なりますので、必ず記入してください（「第二面と同じ」というような 

記入はしないでください）。 

・実績がない所属建築士は、「業務実績なし」と記入してください。 

５．第五面 管理建築士による意見の概要 

  ・意見がない場合、あるいは管理建築士と開設者が同一の者である場合は、省略できま

す。 

 

  ※ 書類は、ホチキスで留めずに、クリップ等でまとめて提出してください。 

 

http://www.do-kjk.or.jp/guide/
http://www.do-kjk.or.jp/download/
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第六号の二書式（第二十条の三関係）（A４） 

 

建築士法第２３条の６の規定による設計等の業務に関する報告書 

（第一面） 

 

建築士法第２３条の６の規定により、設計等の業務に関する報告書を提出します。この報告書の記載

事項は事実に相違ありません。 

 

 

北海道知事 殿 

 

 

令和 ３年 １月 ５日 

 

 

 

（ 一級 ）建築士事務所 北海道知事登録（ 石 ）第９９９９号 

所在地  札幌市中央区大通１－１－１ 

 

電 話  （８８８）８８８－８８８８ 

建築士事務所の開設者の氏名又は名称 

名 称   北海道建築設計株式会社 

氏 名       代表取締役  北海 建男   

 

 

 

 

事業年度 令和 ２年 １月～令和 ２年１２月 

 

〔記入注意〕建築士事務所の開設者が法人である場合には、法人の代表者の氏名も併せて記載すること。 

 

 

 

 

 

必ず事業年度を記入してください。 

●記入例 

事務所の登録番号を

書いてください。 
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（第二面） 

 

建築士事務所の業務の実績  

 

〔記入注意〕 

１ 当該事業年度における直近のものから順次記入して下さい。 

２ 〔例〕 

北海道 共同住宅 
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造五階建 

延 700 平方メートル 

設計及び 

工事監理 

令和 2.1.1 

～2.12.31 

建 築 物 所 在 地 

都 道 府 県 
建 築 物 の 用 途 構 造 及 び 規 模 業 務 内 容 期 間 

北海道 店舗ビル 
鉄筋コンクリート２階建 

延 200 平方メートル 

設計及び 

工事監理 

令和 2. 5.12 

～2.12.18 

北海道 住宅 
木造２階建 

延 90 平方メートル 

設計及び 

工事監理 

令和 2. 4. 5 

～2.10. 3 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

●記入例 
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（第三面） 

 

所 属 建 築 士 名 簿 

 

氏
ふり

  名
がな

 

一級建築士、
二級建築士又
は木造建築士
の別及び管理
建築士である
場合にあつて
は、その旨 

登録番号 

登録を受け
た都道府県
名（二級建 

築士又は木
造建築士の
場合） 

建築士法第２２
条の２第１号か
ら第３号までに
定める講習のう
ち、直近のもの
を受けた年月日 

構造設計一級
建築士又は設
備設計一級建
築士である場
合にあって
は、その旨 

構造設計一
級建築士証
又は設備設
計一級建築
士証の交付
番号 

建築士法第２２
条の２第４号及
び第５号に定め
る講習のうち、
それぞれ直近の
ものを受けた年
月日 

札 幌
さっぽろ

 次郎
じろう

 

青 山
あおやま

 一 郎
いちろう

 

井村
いむら

 二
に

太郎
たろう

 

北 海
ほっかい

 建男
たてお

 

上野
うえの

 三 郎
さぶろう

 

一級 

管理建築士 

一級 

二級 

二級 

木造 

第 99999 号 

第 88888 号 

(十)第 7777 号 

(石)第 6666 号 

(網)第 55 号 

 

 

北海道 

北海道 

北海道 

R1.5.20 

R2.9.10 

R1.5.20 

R1.5.20 

R2.9.10 

構造設計 

一級建築士 

 

第 333 号 

 

H30.7.20 

 

 
 

一級建築士 ２名 

二級建築士 ２名 

計  ５名 木造建築士 １名 

構造設計一級建築士 １名 

設備設計一級建築士   名 

建築士の定期講習

のことです。 

構造設計一級建築士及

び設備設計一級建築士

の定期講習のことです。 

●記入例 

構造設計一級建築士及

び設備設計一級建築士

証番号のことです。 
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（第四面） 

 

所属建築士の業務の実績 

 

〔記入注意〕 

１ 所属建築士の当該事業年度における業務の実績を、当該建築士事務所におけるものに限って、直近のも

のから順次記入して下さい。 

２ 〔例〕 

北海太郎 北海道 共同住宅 
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造五階建 

延 700 平方メートル 

設計及び 

工事監理 

令和 2.1.1 

～2.12.31 

所属建築士

の 氏
ふり

名
がな

 

建築物所在

地都道府県 
建築物の用途 構 造 及 び 規 模 業 務 内 容 期 間 

札幌
さっぽろ

 次郎
じろう

 北海道 店舗ビル 
鉄筋コンクリート２階建 

延 200 平方メートル 

設計及び 

工事監理 

令和 2. 5.12 

～2.12.18 

井村
いむら

 二
に

太郎
たろう

 北海道 住宅 
木造２階建 

延 90平方メートル 

設計及び 

工事監理 

令和 2. 4. 5 

～2.10. 3 

青 山
あおやま

 一 郎
いちろう

 業務実績なし     

北 海
ほっかい

 建男
たてお

 業務実績なし     

上野
うえの

 三 郎
さぶろう

 業務実績なし     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

●記入例 
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（第五面） 

 

管理建築士による意見の概要 

 

〔記入注意〕 

当該事業年度における直近のものから順次記入して下さい。 

管理建築士の 

氏
ふり

 名
がな

 
建築士事務所の開設者に対して述べられた意見の概要 

当 該 意 見 が 

述べられた日 

札幌
さっぽろ

 次郎
じろう

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

特にない場合は省略できます 

●記入例 


